
 

厚生労働省令で定める情報提供事項 

 

2023 年 3 月 31 日 

 

三菱重工パワー検査株式会社長崎事業部 

 

 

① 労働者数               39 名 

② 派遣先数                 9 社 

③ マージン率               45.9 %  

④ 教育訓練                34 名（作業手順訓練） 

⑤ 派遣料金の平均額         44,053 円 

⑥ 派遣労働者の賃金の額の平均額   23,819 円 

⑦ 派遣労働者のキャリア形成支援   キャリアコンサルティングの相談窓口 

  制度に関する事項           TEL 080-2250-8316 

   教育訓練の内容 

訓練種別 対象となる 

派遣労働者 

訓練方法 派遣労働者の 

費用負担 

賃金支給 

入職時等基礎的

訓練 

雇入時 OJT 無 有給 

職能別訓練 派遣中 OFF-JT 無 有給 

段階別訓練 入社 3 年目以降 OFF-JT 無 有給 

 

⑧ その他参考事項（福利厚生等）   社会保険・雇用保険、交通費支給 

⑨ 労働者派遣法第 30 条の 4 第 1 項の規定に基づく労使協定 

（対象となる派遣労働者の範囲） 

 派遣先で非破壊検査又は品質管理（金属検査又は機械検査）の業務に 

 従事する従業員に適用する。 

（有効期間） 

 2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで 

 

―以下余白― 


